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( 1 ) i権利擁諜Jとは

2H権利擁護Jとは

のか

( 3 ) とは

はじめに

、社会福祉に関して、

がしばしばJHv 

ら、事者のよう

立てもしよう

kころで、まさ

そして

「権利擁護jの批判的検討

行うことなのか

めにj行われる

うのか

・何を

が}I]し1

大 拓 哉
Takuya Ohno 

とき、 -'r~'t背は筆者が悲!橡するよう

ところ、専門

ほどの厳携さを

リ2)とまでし

1て、第:仁、諸論者の説くところは、槻

jJが本十分な人々の「権不IJJ

あっ

権利のみを指しているのではなく、そ

なる語 目する時1]益』まで合めた比較的広いものを指し

る。そし ていると忠われる 3)とは指摘される。以上だけ

えよ‘る話
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さない(! )向き，1) までありそう

こうした本熊のよって来たるところを筆者なり

「権利擁護(-:v ¥ 

ものであるのか

もト分に

にそのようなもの・それほ

どのものであって欲しいと('存くも思しく

に)

そもそも、ど、のようなもので

り得るのか入はたまた、どれほど

のか)を再検討して

うO ただ、そうした作業白

がIft~むよされるときのようには

早々しくはなく、むしろ、

ともいうべき嬉皮をφLノずつ求IJいでいくようなも

のではあろう

のもと、

の捉え

、具体的には、ま

瞥見する。次い
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で、“そもそも、「捧;本IJ擁護Jなる

誰が・誰のために・ 111f合
か"

議J

ものJI~Ufではない。)

1を仁、将来の検討課題という立問

まとめを之することになろう。

2 r権利擁護jの捉えられ方

と

刷

、品、川 諸論fTが蝶々に説く|権利擁議jの

を幣却するつもりはない。あくまでも、織

られるところの「権利擁議Jがおよそどん

く、その定義のい

くつかをみておくにとどめるむ

そこで¥ く。その

日分のこ

ビス内科など)についてn分で半IJ

して決めていくという『自己決定』の原則が泣

透してくるとともに、重要視されるようになった

サービス選択といった自

とが難しい人々に対し、 1I

親放が保護者・代弁行となりヰ事者の権利を守る

しかし、家扶・

Iえなし

、第:荷や社会福祉協議会

めた代用人が本人の権利を守っていくことができ

る方策の

rtr: 
かえ、

~ ¥う

なかで、

じつは、

いないという現状認識があるかちであるり

られるべき法的利益さ

じようとす

というの

も法学的な位什いを
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もち、

ービスに

の目的とするも

高齢荷. 及び["T4

円四人の

尊厳と白己決定せと尊重された生存権Jが保陣おれ

ることであるんかく解される「権利擁護J

れればこそであろう O 包括

. ~:療

ような論述にも出会う。それら

イ/:って、

ることJな

ステムの提示以だったり、あるいは、 f編よfミ性高

齢者、知的障害者、精神障官者など十分な判断能

)Jをお[しない人々」と「緩助者Jが「個別特定の

じて狭義あるい

持本人の意思、を尊重しな

し、ニ…ズの実現を支

緩することjとの定義10)だったりする。

3 r権利擁護Jの註苧j的強討

( 1 H権利擁護j とは「何を」

ごうした開いをIfIjにして、

る筆者なら、さしずめ、

広くとり、勢い、訴訟という方途くらいま

たらさぞや効果的だろうにとは思う

ステムとして構築する

を整理する必要性に

サブシステム

とそれに関連す

やら、そこまで広くは捉え

(しかし、錯綜した)全

「権利擁識Jをシ

々

として、

それぞれが右する機能

りするiへその第・は、 1苦詰解決システムj

と呼ばれ、介護保険における要介護認'応、



i絡Lflj擁11聖!の批下IJ!刊続長j

民票

る機能が

地J州副11:権利擁護事業における

よる利用支援サービス、

り・財産保全サービス、成年後見制度に

おける後見人業務、同制度利用支接事業、公的な

などが関連する制度・機関とさ

「人権擁護シJ スチムJと呼ばれ、家

体制等の虐待、主jJU的動、

年金等の搾取、経済的虐待、セクシュアル・ハラ

スメン卜等に関する機能が対象とされ、高齢者虐

存伊方1lγ日ンタ一、シルノノ¥ラスメン卜防止 110

番、いのちの電話、障拝者 110番など

高齢者緊急相談センターなどのシェルタ…、

入機擁護委員、福祉才ンブズマンなどが関連する

・機関とさ

・分類でいえば第二にいわゆる

、「権利擁護jの名

れているものと覚しい。ご

81条に拠るごとはっとに知られているが、そ

さらに、厚生労働省社会・様議局長通知l中

12)によって

サービス本IJHl援拐事業に関する普及及び啓発を行

う事業|のうち

障害等により日

投対象に「契約Jという

に関する{相談」や

または費用の支払いに関す

「福祉サーピスの淵切な利

用のための患の援助Jを

れる。

ものとさ

と

と

A 両党論とし

とは、相当性格を異にする

あり、これを等間視するととは、ことさら

を混乱させる恐れがある ]13)ともいう

「権利擁護じ込められ得る独白の怠味合いJな

るも

W 庁、、 11りについて、「実施要領i

Hについての具体的な援助
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情報提供、助吉、

は代行によることJとする。さらに、

にかかわる事務に関し、本事業の[J

ために、本人から代理権を按与された 1"

よる慌回jを行う必要がある場合には、契約締結審

に諮り、その意見を踏まえて慎世に対此;する

とりあえず、こうした展開はい

にしても、

など

4 工良 t~ た、というごと

得ないというのが正iHなところではないだろう

か。 百、も注しろ、 下回i.i'i手リ肉という

のはなかなか難ししゅ、もしれない。

もとより、 ĵ.記1，f'J両日は「本棋!と在れるもの

であって、それに凡さるものでもバきねばならな

いものでもあるまい。だが、この 1rji L1をみるに

つけ、そして、それらがらだ施段階での子掛りとな

るものと心得ればなおのこと、少なくとも、先に

といった落盤整備の総体 l;j)とい

う、いうなれば真正面からの捉え方を呼び起こし

たとすると、同，jth7)1聞の隔たりといえば、それは

もう姥小化という汗葉で表現しきれる以上に大き

なものではないだ、ろうか。あるいは、もう少し譲

り、上記引用にすぐ続く、「ともすると『権利擁
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えることさ

i乃カ、

また、ざま

護|を以て、「判断能力が不 1・分な人々

点って、虐待を防止し、福祉サーピス

Iりjし、あるいは財産を管珂するなど、総じて権利

行使を擁護すること.Jl~) と定義し、あるいは、

「被援助者本人の意思を尊敬しながら本人の権利

行使を擁護し、ニーズの実現を支擬すること 1J(j)

と定義する捉え方に対しても、 t..記4項目は、

が

らうだけで満足すべきでもなかろう。という

のは、 ・見して|付帯豊かな先述のような諸定義に

しても、それ自体として、潔然としたところや暖

昧なところは成るように思われるからである。そ

れは、とりわけ、「権利行使を擁議するJとこと

のほかさらりといわれる部分そのものにかかるか

よる基本的人権の「擁護」

に関していわれていることをf型解の子掛りとする

が、こと弁議士に関してなら、本人(依頼人)と

の関係はより厳?容な説明を伴うようには映る。そ

まず、基本的 F人権の「擁護J(弁護 L法

り、「基本的人権が侵



「権不IJ擁選jの段、!"I]((J検討

「当事表そのイiEの関係人j との

よる代理関係Jとは解d

613条以下によって律せら

れるべきものとされる。ここか

な特理者として

る義務J(いわゆる苔管注J意壱意:義務)を

負い (氏法 6ω4付4 条〉入、事件処理の状況や農砂顧自長!~木くを報

?告守する義務も会う(民f法J去~6ω45 条〉λO また、弁議 j

と依頼f喜斉き号恥は、 いつでもかかる委任契約を解除でトき

る

り、

は、 J員害の賠f設をしなければならなしリとされる

(民法 651条 2 18)。さらに、また、弁護

i条 21買は、 I項に規定さ

すための行動日標として、職務の誠実な遂行など

:つを掲げるが、先に侶げた苦管在意義務Jっとこ

の関イ系については、概ね、

f法的義務であって、そ

の問の関係がし

O そ

社会福祉における f権利擁護J

に調われるような f契約J

とで、

字通り、

く、

し得るとま

者に対する何

打ちさ紅ているか否かではある。そこまで見通さ

なければ、「権利擁護」を行う、あるいは、

に「権利行使を擁護するj ということは

観者的関わりの域を大きく出ないように患われて

ならない。そして、その際、皮肉なことに、

の自心決定(権)なるものはかように

な関わりを正当化する最終にし

なIJ実になってしまうであろう O

い、剥用者白骨がそう望んだのだか

ここまで、 f権利擁護j と

だと考えてき

こと ['f しも当然、視されてし

を具体

なるひこのよう

厳情な意味での法的な権利

マノレで、その人らしい生活を送ること』という内

容まではなかなか到達しにくしリ。「そ

をどのように把握すべき

本人の厳情な意味での法的

というから、どこか戦術論・戦略論の臭いがしな

くもない。だが、そもそも、 fノーマルで、その

も 人らしい生活をよ去ることj という内容に「弼達し

にくしリとはし、ぅ

「権利Jの「擁護j と捉えること

しろ、「権利Jの

して、

るのtイ

と

ることは諜賠でなければならないのではない

それを避けるかの如く、「権利j

そう

どん

起

ノーマルな、 らししゾ打点を

30…… 
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ると考えるごと白

からして、(後に述べるように、)もしも、それが

社会福祉従事者(上記が当[I1I念頭に置いているの

り)

も

だが、果た

うか。社会崩祉法全般の検討や評価ま

としても、それでも、 1立ちに

ミという

に尽きょう O 大把みにいえ

礎ともなるべき社会福祉法白

( 2 ) I権利擁護Jとは「誰のためにJ行われるの ていないという背理なのだが、少なくと

か 干[1擁護Jを利用すること自体が権利であるか否か

めにj るかなど さえ不明ではあろう。

り、

がその対象と

はされよう。しかも、こうした事情は、社企福祉

事業法が社会福祉法へと改正され、後訴が「福祉

サービスの利用?Tの利益の保護Jを凶ることを規

定している([司法 i条)ごとと相{おって、より

るものにさえなっ

まず、

る なるものの導人を重視

し、 m要械議岳写』といった月j請は、福祉サービ

スを必要とする者が福祉関係各法に基づく行政事

務である様議、育成又は更牛.の措置の対象であ

り、什ら

という照

る者Jl (...)という存在と対

比されるべき:主体を表現するものであJって、

m利!日高Jは、福祉サービスを介して、『事業者』

と対等な立場にあるものとして杭世づけられるこ

るI{づきがある。そし

て、

し'-c自立

かの支械が必要な事由を有していることから、事

業荷に対する古:場の実質的な対等性を確保するた

めには、何らかの仕組みを整舗することが必要と

なる iとはいい
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ピスを提供

る側の義務が厳格に規定されていればまだし

も、実際、|司法で規定されるかような義務の多く

はいわゆる切力義務にとどまる。前述の如く高く

評価される同法第 8章にしても、「社会福祉事業

条)、「利用契

ぇ

府主的に取り組まない事業持は、不11m~-の側から

胤択されないリスクを負うこととなるJ~5) などと

教え諭すが如き論語iも無いではない。しかし、か

とい

っているならともかく、およそ、

白体がない(ということ

その選択が上記で想定されているよう

「選択Jにならなし¥)、しかも、その

いえば(いうまでもなく)判断能力が不十分であ

なお「利用者J

在J41向せざるを



[総本IJ擁諜jの批判的検手

して十分説得的である 荷」のう

従って、そう

ん」すち

れ

である)と

あって、司常生活を営むのに必要なサービスを利

用するための情報の入手、用解、判断、意思表示

を本人のみでは適切に行うことが出難な者を

う。)であることj と「イ 本事業の費約の

について判断し得る能かを布していると認められ

る者であることJの2項目を指げる。現行の[実

には、「契約内容について判断し得る

していないと判断された者であって

により本事業の対象となり

(-:注記されてこそいるが、当初j

この事業の対象者の範間は、

り、痴呆性高齢者など「判断能力が不十分な

32 

会福祉

「地域

ピス利用援肪

「契約Jによるからにほかなるま

ししかし、振り返ってみるに、そもそも

肉体は f契約j化のドで卜分な判断能力を

旨に発した

をむしない人々の中でも、より判

を欠く人々を(It謀議Jするどころか、む

しろ反対に)袷外するとなれば、 a 体、何のた

ならない。

3)1権利擁護Jとはがj行うのか

な

な

可能では

これもまた臆Fo9といわれかねまい。とはいえ、

出「実践要領jから、ざし

などから構成どされる。

在れる職員の中で、

に!羽する

7云の

る
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みな し、その利誌を代弁 する問題を分析し、相談、援助しサービスをコー

するという権利擁議に関する高い意識技びに本事

業の'実施に必要な知識及び技術をイイしているJ

(傍点:引Jlj者)ことが求められる。

という

もいうべ君事柄に日を止める程度にしておくが、

これとは別に、事業が現実に展開されていくなか

で、そして、そうであるが故に少なからず出Hに

る。要援護者の家抜・財産の法

律関長・心理・僻康状態などの問題状況宏正確に

把握できなければ、 j自切・有効な権不IJ擁識もケア

に求めてやまないところに、

問題の糸口が隠されてはいないだ、ろう

ここでは、次なるくだりを紹介しておこうと

うO それは、基本的人権の擁譲や社会正義の実現

を弁護1:のftE待?と高う弁護士法 1条 1項に関し

社会正義の

ャンピオンこそわれわれ弁護士

にほかならぬという形で一一いささかせき込みす

ぎていはしないかと、一歩はなれたv.場から

じられる形で…一、自己の使命を調い上げたので

マネジメントもできない。とくに、法律関係が絡 あろう

む問題は法律上の権利義務関係を

ここで述べられていることについては、概ね、

異論を差し挟む余地はないであろう。しかし、そ

いやでも日に止まるのは、

ととも

しいのだが、この論者にとって(あるいは、社

会福祉分野では)常識に属するのかもしれず、 |二

rj~l) 1)日の前後でも定義は与えられていない。定義

のないものを定義するも勝、かしいが、敢えて、そ

など

ほどの意味ではないかと推測されよう。

「権利擁護能力」なる命名は、法学的には、た

だ珍妙なものとして笑ってみておけば済むかもし

い。しかし、汁rJ祉従事者が要援護者の!直面
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おこうと

して

と

うな力量が社会福祉従

っていることは、求め得るものなら

ば、誰しも求めずにはおくまい。 しかし、か〈求

めることが、(直前で紺介した「疑問Jではない

けれど、)それこそ、社会福祉サーピ

「権利擁護j のためのチャンピ才ンこ

うか。また、どんな意図があろうとなかろ

うと、そもそも、社会福祉従事者にそのような役

割を現実的に期待し得るものなのであろうか。お

よそ「総合的な知識Jが求められるとは先の論調

ではあるが、現実的に求め得るのは、せいぜいの

専門であると

として

ょう

れる「権利擁讃Jなるものは、つまるとこ

んなに良くても、社会福祉従事者が担い得る範聞

での「権利擁護Jだということにしかなら芯るな

得ず、それでは、いわゆる本末転倒の誇りを免れ

1のではなかろう



[体不IJ機議jの批判的険，{t

とはいえ、こう

も特別なものではないのかも

)Ls:もその例に入るとは考えられよう O す

を『権利3の『擁護Jという

してとらえると、『擁識Jされる f権利』とは

何なのか、障害者や高齢者、て子ども本人が日

し得る具体的な『権利J全部を F擁議』す

るのか、そのような仕事を福祉オンブズマンがす

べてなし持るのか、いやでき主主いだろう、という

なっていく ]31)という。

ところで、嘉義仁(?)この論旨に従えば、つ

まるところ、 It福祉オンブズマンjが「なし得る

ところが、これすなわち「権利擁護jであるとい

うことになりはしまい治、。しかし、そもそも、

汁両祉才ンブズマンJであろうと的の何者であろ

うと、できることができる反語、でき

ものでは決してない I

唆を得るには

ことでは

いずれか

を、

だ治、らというだ

きいわれでもどとかにある

るなどしてみてはいかがだろうか。ただし、その

際、上記の「法律家の仙の分校一iを何に置き換え

るかは、(どういう視野で社会福祉を捉えるかに

だけに、)きわめて重要であろう。それを、

例えば、〈とりあえず、医師や法隼家も含まれる)

な専門職にかからしめるなちば、それこそ、

本Ul1':

3!J 

とが、社会資源;を生かし効果的な権利擁護の実現

を可能に ごとになるとは考えられよう O

4 おわりに

しもマッチしていないので誌ない

かという懸念ではある。もう一つは、“強り善が

ちく、こと

の「倫珂j

途なま

のが

るだろう

fと:し、うJ語百

して{使更われる場合とで異なるという形

でi伊乎き}彫彬りになろう
とはいえ、次なる見解などは、この点が明確に

fl覚されているとはみえるので、さしあたって

るとは思えない。すなわち、そ

IW権利l擁議jを F権利保障Jと

く捉えているとみられるj 見解にはテさず、むし

ろ、「権利擁護

1うように狭く

まうことに必すぷしもなじま

たかもそれな

五つ

と

ような見



型、言II学院大学社会福祉学部研究紀安 第 4サ(2001{jっ

らざる) [権利擁護Jの議論をしているものと在

らを見出っていると党しき例ではあろうか。ごう

した見解からは、 I権利擁護」も合めて、ごとが

ないだろうか。いやしく

という以ト

なければならないはずの法的な

は無白覚なまま、あるいは、敢えてそれを避ける

かの ~n く、いわゆる「その川辺に位置する同IJ

36)を求めんとすることは、偏狭さの J つの

ごの論

のか、いやできないだろう、という話になってい

くJと説くところに容易に見て取れるが、艇は、

とは社会福祉従事者が抑える|限りで

であるという倒錯Lノた論聞につな

1というのもまたよって;tぐるところは

した見解は、あくまで

危険性を端的に示す例と り得ょう。

さて、いま・つには、かの特徴は、社会福祉で

いわれる|権利擁護|の諸定識と実際、例えば、

地域福祉権利擁護事業に関する「実施要領Jで掲

げられる[...-連の援助」及びその具体的な援助H
く

ス

なだけにそれちしく受け止められるものの、こ

が「只体的な援助の刀法j としての「情報提供、

助ふ契約千続、不IJ片f+統等の同行又は代行Jな

どと具体化される次元ではただそれだけのことで

、といった類の雑ちな事柄までさも重大事

る

35 

って、

もしれない。 しか

し、つぶさにはていくと、([実施要領」に掲げら

れるような) [住民票の届出等の行政子続に関す

る援助」であるとか IJ資金の払いぽし、預金の解

惑いを覚えるi討さも少なからずあるにちがいな

い。ただし、この点、改訂された「実施要領J

で、 I法律行為にかかわる事務に関し、本事業の

日的を達成するために、本人から代理権を綬与さ

えようによって

い。これを以て、 i権利擁護jの仰{fPしL

とは対照的に、その実施段階では、この事業に携

わる社会出祉従事情たんは、案外、この科庶まで

しか}切伴も信頼もされていないのではあるまいか

とも読めそうだからである。

まさに、 ょう いると考

えられる。

とごろで、なぜかくも強く思い込めるのかと考

えたとき、次なるくだりは、それを批判的に受け

たとえば権利権譲は、

も

筆者には、到底、社会福祉の価値や倫期だとか

法と倫用の関係だとかを取り上げる能力も余裕も

ない。しかしながら、皮肉にも、ごの文章に接す

るやψ



「権不IJ擁議 jの批判的被.H

そ
る
・
自

ごと

程標になって

いたのか。"という

管見ながち、社会福祉の1M:界では、ことのほか

「倫瑚Jの問題には意を用いている模様で、筆者

のような門外漢でさえ、成文化ざれた「ソーシャ

ルワーカーの倫理綱領Jといった文書を特劫に日

ことがpiーラ O そして、その「倫即綱官民J中

の、例えば、「クライエントとの関孫Jなる

ら

クラ fヱント

「ソーシャルワーカーは、職務の潜行に際して、

クライエントに対するサーピスを最優先に考え、

自己の私的な利益のために利用することがあって

はならない。また、専門職業上の知識や技術が、

非人間的な5的に利用dれないよう自戒する必要

と諏われる。この条項と先のぺ文を読み

そこに何らかの出顕在見出し得る

考える。れなく

はこの際措くと

会福祉従事者の劉の

高唱されようと、

題にすぎず、被ちの側の「倫理jなどどうあろう

と、それは決して社会福祉の不IJJH者の側の「倫

ではあり得ないという単純な道理が隠れて

されて)しまっているのではなかろうか。反

ピスキIJJl~者の側の「権

たその侵害

ところの)主として 的レベルで(あるい

は、「法J的レベんでこそ) J語られるべきもので

はあり得ても、そんなとき、社会福祉従

ら奉ずる「倫用Jをどれほど振りかざした

とて、それで、 一体、 1uJの役に立つというのか。

つまり、社会福祉サ同一ピス利用者の「権利擁護J

1なが

1うところまでしか

(これを“柱、り持がり"と呼ばずして

か。)が大きな開躍だと考えるも

ところで、ともかくも「論理jが重視されるな

らと譲ったとして、今度は、果たしてその「倫

理」なるもの(あるいはそれに適った行為)は何

によって抑保されるのだろうか。くだんの「倫理

綱領」を繕くと、「機関との関係Jなる箇所の 3

が参照にuM

とること

なお、 I(日本

ソーシャルワーカ…協会)規約第7条に規定する

措置Jとは「倫理綱領にそむき、または会員らし

からぎる行為のあった持Jに対する理事会決定に

よる (1協会Jからの) r'除名」だという~())。

いわゆる f倫理綱領Jやその個別の規定にどれ

だけ権威があり実効性があるか拡門外漢たる筆者

いるのではなかろう

~ ....-r':，，"J，:.l:;-tり沙汰dれる「倫:l1JUは、

の世界、

すぎず、その灘守にしろ違反にしろ、そして、

反に対する制裁にしろ、いずれもかかる範問内の

問題でしかあり件ないからである。それでは、

がこうした紛麗事の範開を担えた'史

どのような道があり得るの

も

る

る。 ちなみに、ことにいう

侃;、「民自rli、弁誰 L、不動産鑑定士、

のように、通常人と異なって、(ー・)定の資絡

な要求dれて本II談業務や情報提供業務に携わる

36 



弘前''1:院大学社会福f:1J伊部研兜紀宮町: 第4サ(200Mn

l.r ¥うiま

いわゆる「専門家責任jの議論はいまだ社会加

祉にまで拡張されてはいない棋様だが、とこから

は大いにノ日唆を得られるのではなかろうか。さす

れば、以ドのように121定してみてはどうだろう

か。すなわち、社会福祉従事者が「油常人と異

なって、(ーう 」定の資格を要求されて相談業務

家がf!うべき

う、と。そして、以上は、

社会の弘司を ~jめる

世界でしか通用しない意味で刑いたり実践したり

するのではなく、もっと!ム訓い飯野(といっても、

ごとさら広いわけではなく、まさに文'(.通りの

「社会J) で相応のを負いつつ

としてそれが行われる

な子掛りとはなるので誌ないだろう

Mm
要
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